
広
島
市
議
会
の
最
大
会
派
・
新
政
ク
ラ
ブ
は
25
日
、

記
名
か
無
記
名
か
の
表
決
方
法
で
議
員
の
意
見
が
分

か
れ
た
場
合
、
従
来
の
起
立
採
決
を
や
め
、
無
記
名
投

票
で
決
め
る
改
悪
案
を
各
会
派
に
提
示
。
２
月
議
会
に

議
員
提
案
と
し
て
提
出
す
る
つ
も
り
で
す
。 

無
記
名
投
票
は
、
昨
年
、
市
民
の
期
待
と
注
目
を
集

め
た
女
性
助
役
採
決
の
際
に
も
議
長
職
権
で
強
行
さ

れ
、
「議
員
の
態
度
が
わ
か
ら
な
い
」と
市
民
の
強
い
批

判
を
集
め
ま
し
た
。 

こ
の
改
悪
案
が
可
決
さ
れ
れ
ば
、
ま
す
ま
す
市
民
に

わ
か
り
に
く
い
議
会
と
な
る
こ
と
は
必
至
で
す
。 

議
長
会
派
「新
政
ク
ラ
ブ
」が
無
記

名
投
票
の
定
着
ね
ら
う
改
悪
案 

新
政
ク
ラ
ブ
が
提
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
改
悪
案

は
、１
９
５
６
年
に
全
国
市
議
会
議
長
会
が
示
し
た
「
標

準
市
議
会
会
議
規
則
」
に
沿
う
内
容
で
あ
り
、
新
政
ク

ラ
ブ
の
金
子
和
彦
幹
事
長
も
「標
準
規
則
に
沿
う
べ

き
」と
発
言
し
て
い
ま
す
。 

し
か
し
、こ
の
標
準
規
則
は
、あ
く
ま
で
も
参
考
で
あ

り
、
各
議
会
の
規
則
の
内
容
は
、
各
議
会
の
自
主
性
に

ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
ま
す
。 

日
本
共
産
党
は
、
47
年
前
の
規
則
だ
か
ら
ダ
メ
だ

と
い
う
考
え
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
情
報
化
が
す

す
み
、
様
々
な
問
題
で
市
民
が
判
断
材
料
を
求
め
て
い

る
現
在
に
お
い
て
は
、
と
か
く
市
民
か
ら
見
え
に
く
い

議
会
は
、
よ
り
一
層
ガ
ラ
ス
張
り
に
な
る
こ
と
こ
そ
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

そ
の
よ
う
な
時
に
、無
記
名
投
票
の
定
着
を
ね
ら
う

動
き
は
、
ま
さ
に
時
代
に
逆
行
し
て
い
ま
す
。 

半
世
紀
も
昔
の
標
準
規
則
に
沿
っ
た 

改
悪
案 
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議
長
会
派
が

表
決
方
法
の 

改
悪
狙
う 

市民に選ばれた議員の説明責任を放棄するもくろみ 

無記名投票は 

「ガラス張りの議会」に逆行 

急いで抗議の声で包囲しましょう 

「賛否を表明しない投票及び賛否が明らかで

ない投票は、否とみなす。」 

改悪案では、無記名投票において、「賛成」と

書かれていない投票は、すべて反対票とみなす

としています。投票には、棄権を意味する「白票」も

あれば、賛否以外のことを記載した「無効票」もあ

ります。それらをすべて自動的に反対票とみなし

て良いという理由はどこにもありません。 

賛成票以外はすべて反対票に 日本共産党市議団は 

全面公開にむけ対案を提出します 
改悪 

広島市議会会議規則 

ガラス張りの議会か 暗闇の議会か 

緊急の昼休み抗議行動がおこなわれます 

みなさんの参加を 

呼びかけます 日 時  2003年3月3日（月） 12時15分から 

場 所  広島市役所 議会棟前の歩道上 

主 催  平和・くらし・緑をまもる革新市政をつくる会 



交
通
量
の
見
直
し
に
着
手 

 

25
日
の
２
月
議
会
本
会
議
で
市
は
、
高
速
道
路
事

業
を
具
体
的
に
見
直
す
方
向
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

日
本
共
産
党
の
皆
川
恵
史
団
長
の
包
括
外
部
監
査
報

告
へ
の
質
疑
に
対
し
て
答
え
た
も
の
で
す
。 

こ
れ
ま
で
も
市
は
、
昨
年
９
月
議
会
・
建
設
委
員
会

で
中
森
議
員
の
質
問
に
対
し
、
「
交
通
量
を
見
直
す
」

と
答
弁
し
て
い
ま
し
た
が
、
今
回
は
じ
め
て
「
事
業
費
、

事
業
期
間
、
採
算
性
な
ど
事
業
計
画
の
再
構
築
に
つ
い

て
検
討
し
て
い
く
」
と
、
一
歩
踏
み
込
ん
だ
答
弁
と

な
っ
て
い
ま
す
（
道
路
交
通
局
長
答
弁
）
。 

現
在
の
高
速
道
路
事
業
の
基
礎
と
な
る
自
動
車
交

通
量
は
、
平
成
12
年
に
見
直
し
た
も
の
で
、
計
画
と
実

績
に
は
差
が
生
じ
て
い
ま
す
。
広
島
高
速
道
路
公
社

が
、
昨
年
か
ら
交
通
量
の
見
直
し
に
着
手
し
、
現
在
作

業
を
進
め
て
い
ま
す
。
将
来
交
通
量
を
下
方
修
正
し
た

場
合
、
料
金
収
入
が
減
少
し
、
現
整
備
計
画
通
り
の
事

業
の
実
施
が
困
難
と
な
る
た
め
、
具
体
的
見
直
し
を
迫

ら
れ
た
も
の
で
す
。 

今
後
、
設
置
予
定
の
「
公
共
事
業 

監
視
委
員
会
」
で
の
検
証
を 

 

ま
た
皆
川
議
員
は
、
市
長
が
公
約
し
た
「
公
共
事
業

監
視
委
員
会
」
で
の
公
開
の
検
証
を
要
望
。
道
路
交
通

局
長
は
、
「
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
趣
旨
・
目
的

が
明
確
に
な
っ
た
段
階
に
お
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
対

応
し
た
い
」
と
答
え
ま
し
た
。 

 

一
般
市
道
か
ら
料
金
を
と
る
の
は 

 

法
律
違
反 

 

さ
ら
に
「
監
査
報
告
書
」
で
は
、
高
速
道
路
の
総
事

業
費
は
４
６
０
０
億
円
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
実
際
に

は
そ
れ
以
外
に
も
高
速
道
路
の
一
部
区
間
を
市
の
道

路
事
業
と
し
て
一
般
会
計
か
ら
支
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

皆
川
議
員
は
、
「
一
般
道
路
で
あ
る
市
道
か
ら
も
料
金

を
取
る
こ
と
に
な
り
法
律
違
反
で
は
な
い
か
」
と
指
摘

し
ま
し
た
。 

例
え
ば
、
高
速
４
号
線
（
西
風
新
都
）
で
は
、
延
長

４
・
９
キ
ロ
の
う
ち
、
ト
ン
ネ
ル
の
入
口
か
ら
出
口
ま

で
の
３
キ
ロ
を
有
料
道
路
事
業
費
で
つ
く
り
、
中
広
か

ら
ト
ン
ネ
ル
入
口
ま
で
と
、
出
口
か
ら
沼
田
料
金
所
ま

で
の
１
キ
ロ
は
市
の
道
路
事
業
と
し
て
一
般
会
計
か

ら
支
出
し
て
い
ま
す
。
同
様
の
こ
と
が
、
宇
品
の
高
速

３
号
線
で
も
、
中
山
の
高
速
５
号
線
で
も
お
こ
な
わ
れ

て
い
ま
す
。 

本
会
議 

包
括
外
部
監
査
報
告
に
つ
い
て 

 

こ
の
３
路
線
だ
け
で
、
一
般
会
計
か
ら
の
支
出
は

７
０
０
億
円
に
も
ぼ
り
ま
す
。
表
向
き
の
総
事
業
費

４
６
０
０
億
円
を
足
す
と
５
３
０
０
億
円
が
実
際
の

有
料
道
路
の
総
事
業
費
と
な
り
ま
す
。 

皆
川
議
員
は
、「
法
律
上
問
題
と
な
る
こ
の
よ
う
な

操
作
を
な
ぜ
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
。
収
支
計
画
を

合
わ
す
た
め
に
総
事
業
費
を
抑
え
た
と
し
か
思
え
な

い
」
と
強
調
。 

道
路
交
通
局
長
は
、「
事
業
の
早
期
完
成
の
た
め
に
行

な
っ
た
も
の
で
あ
り
、問
題
は
な
い
」と
、言
い
訳
の
答
弁
を
し
ま

し
た
。 

皆
川
議
員
は
、「
こ
の
よ
う
な
税
金
の
使
い
方
に
市
民
は

納
得
で
き
な
い
。引
き
続
き
追
及
す
る
と
発
言
し
ま
し
た
。 

皆
川
恵
史
議
員
の
質
疑 

２
月
25
日 

事
業
費
、
事
業
期
間
、
採
算
性
な
ど 

事
業
計
画
の
再
構
築
を
検
討 

道路交通局長が答弁 

◆
包
括
外
部
監
査
と
は 

広
島
市
の
監
査
委
員
会
と
は
別
に
、
広
島
市
の
仕
事
に

つ
い
て
市
長
が
弁
護
士
、
公
認
会
計
士
等
の
外
部
監
査
人

に
監
査
を
委
託
し
た
も
の
で
、
市
民
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
的
な

立
場
で
監
査
を
し
て
も
ら
う
の
が
ね
ら
い
で
す
。 


